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平成 30 年度北広島市地域密着型サービス事業者選考基準（案） 

1. 目的 

 高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域において、安心して生活が継続できる

よう日常生活圏域間のバランスを考慮し、地域密着型サービス事業所の整備を推進する

ものであり、長期的かつ安定的に運営される事業者を選考する必要があることから、そ

の基準を定めるものである。 

 

2. 選考の基本事項 

(1) 高齢者保健福祉計画・第 7 期介護保険事業計画に基づく「北広島市地域密着型サ

ービス事業者募集要領｣（以下「募集要領」という。）に適合していること。 

(2) 地域における介護（認知症施策）の拠点としての機能を発揮し、既存の福祉、医

療、生活支援サービス等との良好な協力関係の構築を見込めること。 

(3) 事業者の役員等が社会福祉事業に対し、熱意、経験及び知識を有していること。 

(4) 公平かつ公正な事業者の選考を行うこと。 

 

3. 選考の方法 

 (1) 募集要領に基づき、期日までに提出された申請書及び添付書類の書面による審査

とし、必要に応じヒアリングや現地調査を実施する場合がある。 

 (2) 上記審査等は「北広島市地域密着型サービス等運営委員会」（以下「運営委員会」

という。）において行う。 

 (3)  評価の結果、総合評点で 70％以上を獲得したことを基準として選考する。70％

以上を獲得した事業者が 1 事業者である場合には、その事業者を候補者として選考

する。70％以上を獲得した事業者が複数ある場合には、ヒアリングまたはプレゼン

テーションを実施し、選考する。 

 (4) すべての事業者が基準を満たしていないとき（総合評点の 70％未満）は、候補者

なしとする。応募が 1 事業者だけの場合であっても同様とする。 

 (5) いずれかの項目において、1 点の採点のある申請者は、総合評点で 70％以上を獲

得した場合でも候補者とはしないものとする。 

  

4. 評価基準 

評価は、運営委員会の審議により、次の表に掲げるとおり各評価項目に 1 点から 5 点

までの得点を設定し、評価を行う。 

点 数 評   価 

5 点 非常に優れている 

4 点 優れている 

3 点 標準 

2 点 やや劣る 

1 点 劣る 
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評価項目 

 

1 法人の安定性、継続性 

①事業効率の状況 

②資金力の有無 

③借入金の返済能力の有無 

④経営の安定性 

2 法人の理念、姿勢 

 ①法人の基本理念、経営理念の明文化とその内容 

 ②法人の基本理念、経営理念の職員・利用者への周知方法 

 ③応募の動機 

 ④本市における高齢者福祉及び介護サービスの課題と計画への反映 

3 法人運営の透明性、公正性の確保及び法令等の遵守状況 

①個人情報の取扱い、職員の守秘義務に関する取組み 

②自己評価、外部評価及び情報公表に関する取組み 

③介護保険外自己負担額の設定根拠 

④法令等の遵守状況（労働関係法令を含む。） 

⑤理事会、役員会などの構成の適正性及び開催状況 

4 運営実績、経験 

 事業運営をするに足りる実績、経験の有無 

 注 実績、経験がない場合は、経験のある事業者等との連携及び支援の有無や経験

のある従業員の採用の有無など 

5 運営の適正化、効率化への取組み 

 ①人員配置の適正性 

 ②事業計画と収支計画の適正性 

 ③経営努力に関する取組み 

6 事業に対する熱意、意欲、施設管理運営体制 

 ①強調したい点、特徴など 

 ②災害時の対応方法 

 ③医療機関との連携、他の高齢者施設等との連携方法 

7 施設管理の安全性への配慮 

 ①日常的な点検体制の内容 

 ②危機管理体制の内容 

 ③管理上の不具合、ヒヤリハットが発生した際の対応 

 ④衛生管理体制の内容 

 ⑤感染症等が疑われる際の対応 

8 利用者への対応 

 ①日常生活上の支援（食事、入浴、排せつ等） 

 ②苦情解決体制の内容、再発防止体制の内容 

 ③利用者の人権、尊厳に対する取組み 

 ④ターミナルケアへの取組み 
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 ⑤身体拘束廃止に関する取組み 

 ⑥虐待防止に関する取組み 

9 職員の育成 

 ①人材確保に対する取組み（福利厚生等の内容） 

 ②人事制度、研修制度の内容 

 ③職員の育成、接遇に関する取組み 

10 市民雇用の促進 

市民雇用の促進（非常勤、臨時職員含む。） 

11 事業適正化への対応 

 ①質の高いサービス提供に向けた取組み 

 ②介護・医療連携推進会議の設置に対する取組み 

 ③成年後見制度の活用への取組み 

 ④低所得者対策、利用者決定の仕組 

 ⑤利用者確保の取組み 

 

 


